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趣旨 

 

 少子高齢化や人口減少に伴い、労働人口の減少が進行する中で、建設産業においても、

担い手不足が顕在化し、愛媛県の建設業就業者の年齢構成も若年者の割合が低下する一方

で、６０歳以上の割合が高くなっているなど、技術の継承に支障が生じるとともに、将来

にわたる社会資本の整備、維持管理だけでなく、災害対応等を通じた地域の維持にも支障

を及ぼすことが懸念されているなど、担い手確保・育成は喫緊の課題となっています。 

 少子高齢化や人口減少が進む中にあっても、建設産業が将来にわたって、その役割を果

たしていくためには、「働き方改革」とともに、限られた人的資源を有効に活用し「現場力」

を維持するための「生産性向上」が必要不可欠となっています。 

 東温市では、課題解決に向けた手法の一つとして、ＩＣＴ（情報通信技術）を積極的に

導入し、建設現場の生産性向上を目指しています。 

  本要領は、東温市が発注する工事において、ＩＣＴ活用の推進を図るための措置や運

用をとりまとめ、実施に必要な事項を定めたものです。 
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１ ICT全面活用工事 

1-1 ICT土工 

1-1-1 概要 

 ICT全面活用工事（ICT土工）（以下「ICT 土工」という。）とは、次に示す①～⑤の

土工の施工プロセスにおける全ての段階で ICT を活用した施工技術（以下「ICT 施工

技術」という。）を全面的に活用する工事をいう。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ICT建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

 

1-1-2 ICT施工技術の具体的内容 

 ICT 施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び国土交通省「ICT 活用工事

（土工）実施要領」 表－１によるものとする。 

① ３次元起工測量 

起工測量において 3次元測量データを取得するため、下記 1)～8)から選択して測

量を行うものとする。（複数選択可） 

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３

次元納品データが活用できる場合においては、管理断面及び変化点の計測による測

量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用とする。 

1)空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

3)ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

4)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

5)RTK-GNSS を用いた起工測量 

6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

8)その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

② ３次元設計データ作成 

①で計測した測量データと発注図書を用いて、３次元出来形管理に用いる３次元

設計データを作成するもの。 

 

③ ICT 建設機械による施工 

②で作成した３次元設計データを用いて下記 1）に示す ICT 建設機械により施工

を実施するもの。 

1)３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称 

 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理及び品質

管理を実施するもの。 
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〔出来形管理〕 

下記 1)～9)から選択して、出来形管理を行うものとする。（複数選択可） 

 

1)空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

2)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

3)ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

4)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

5)RTK-GNSS を用いた出来形管理 

6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

8)施工履歴データを用いた出来形管理 

9)その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

出来形管理に当たっては、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタ

イミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効

率になる場合は、監督職員との協議の上、1)～9)を適用することなく、管理断面による

出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管

理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。 

 

〔品質管理〕 

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理により品質管理を行うものとす る。 

ただし、土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率であ る等、管理

要領等による管理そのものがなじまないと監督員が認める場合は、適用しなくてもよ

い。 

 

⑤ ３次元データの納品 

上記④による３次元施工管理データを工事完成図書として納品するもの。 

 

1-1-3 対象工事 

 ICT 土工の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種・種別が含まれる工事

で、1,000m3以上の土工量を含む工事とする。なお、1,000m3以上の土工量とは、土の移

動量の合計が 1,000m3以上のものとし、例えば掘削土量 500m3、盛土土量 500m3の土工

量は 1,000m3と数える。なお、1,000m3未満の工事について受注者の自主的な活用を妨

げるものではない。 

 対象工事及び種別 

1) 河川土工、砂防土工 

掘削工（河床等掘削含む）、床掘工、盛土工、法面整形工 

2) 道路土工 

掘削工、床掘工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工 

    ただし、土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しな

い工事は適用対象外とする。 
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1-1-4 発注方式 

 ICT 土工の発注は、受注者希望型とし、入札公告等に ICT 活用工事の対象であるこ

とを明示するとともに、特記仕様書（別紙１）を添付する。 

 また、入札公告等のその他欄に「この工事は、東温市 ICT 活用工事実施要領に基づ

き、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類につい

て３次元データを活用する ICT活用工事である。」と追記する。 

 

1-1-5 ICT土工の実施に関する協議 

 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲につ

いて、東温市 ICT 活用工事に関する協議書（様式１）により監督職員と協議を行い、

協議が整った場合に ICT 土工を行うこととする。実施内容等については、施工計画書

に記載するものとする。 

 

1-1-6 ICT機器類の調達 

受注者は、1-1-1①～⑤の施工を実施するために使用する ICT機器類を調達する。ま

た、施工に必要な ICT 活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用する

アプリケーションソフト、ファイル形式については、事前に監督職員に報告するもの

とする。 

 

1-1-7 ICT土工の実施推進のための措置 

(1)工事成績評定における措置 

ICT土工を実施した場合、創意工夫における【施工】「土工、地盤改良、橋梁架

設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫」、「出来形又は品質の計

測、集計、管理図等に関する工夫」の２項目および【その他】「□その他」の計

３項目において評価するものとする。□その他に記載する理由は、「ICT活用に

より生産性向上に積極的に取り組んでいる」とする。 
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1-1-8 工事費の積算 

 発注者は、ICT土工によらない従来の積算基準により積算を行い発注するものとす

るが、契約後の協議において受注者からの提案により ICT土工を実施する場合、「土

木工事標準積算基準書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」に基

づき積算した金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

なお、３次元起工測量、３次元設計データの作成並びに３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理（※）及び３次元データの納品を行う場合は、受注者か

ら見積りの提出を受け、妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、「土木工事標準

積算基準書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」に基づき積算し

た金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

受注者が、土工以外の工種に関する ICT活用について、発注者へ提案・協議を行い

協議が整った場合、ICT活用施工を実施する工種については、設計変更の対象とし、

「土木工事標準積算基準書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」

に基づき積算した金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

 

  （※）３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理とは、以下の（１）～（５）とする。  

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理  

（２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理  

（４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理  

（５）上記（１）～（４）に類似する，その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 
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1-1-9 ICT土工の導入における留意点 

 発注者は、受注者が円滑に ICT土工を導入し、ICT施工技術を活用できる環境整備

として、以下を実施するものとする。 

(1)施工管理、監督・検査の対応 

発注者は、ICT土工を実施するに当たって、国土交通省が定める施工管理要領、

監督検査要領に則り、監督・検査を実施するものとする。監督職員及び検査職員

は、受注者に従来手法との二重管理を求めてはならない。 

(2)３次元設計データ等の貸与 

発注者は、詳細設計において、ICT土工に必要な３次元設計データを作成した場

合は、受注者に貸与するほか、ICT土工を実施する上で有効と考えられる詳細設

計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与す

るものとする。 

(3)現場見学会・講習会の実施 

受注者は、発注者から要請があった場合は、ICT活用工事の推進を目的とした現

場見学会・講習会を実施するものとする。 

(4)アンケートへの協力 

受注者は、完成検査までに「ICT全面活用工事の実施におけるアンケート調査票

（様式２）」を提出するものとする。また、発注者が施工状況の調査等を実施する

場合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても

同様とする。 

 

1-1-10 その他 

 本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用すること

とする。 
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（別紙１） 

 

東温市発注工事における ICT活用工事（ICT土工）特記仕様書 

 

（適用） 

第１条 本工事は、受注者が３次元データ等を活用する｢ICT活用工事（ICT土工）｣（以下｢ICT活用工

事｣という。）であり、本工事の実施にあたっては、工事請負契約書及び土木工事共通仕様書等

によるほか、東温市 ICT活用工事実施要領及び本仕様書によるものとする。 

 

（ICT活用工事） 

第２条 ICT活用工事とは、以下に示す①～⑤全ての施工プロセスにおいて ICTを活用する工事であ

る。 

①３次元起工測量 

起工測量において、次の 1）～8）の方法により３次元測量データを取得するために測量を行

うものとする。 

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３次元納品デ

ータが活用できる場合においては、管理断面及び変化点の計測による測量が選択できるものと

し、ICT活用とする。 

    1）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

2）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

3) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

4）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

5）RTK-GNSS を用いた起工測量 

6）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

7）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

8）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

    ①で計測した測量データと発注図書を用いて、３次元出来型管理に用いる３次元設計データ

を作成する。 

③ICT建設機械による施工 

    ②で得られた設計データを用いて、下記 1）に示す ICT建設機械により施工を実施する。 

1）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械 

※ＭＣ：｢マシンコントロール｣の略称、ＭＧ：｢マシンガイダンス｣の略称 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③の施工における出来形管理及び品質管理は、次の 1）～9）に示す技術により行うものとす

る。 

 

〔出来形管理〕 

下記 1)～9)から選択して、出来形管理を行うものとする。（複数選択可） 

1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

3）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

4）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

5）RTK-GNSS を用いた出来形管理 
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6）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

7）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

8）施工履歴データを用いた出来形管理 

9）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミン

グが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合

は、監督職員との協議の上、1）～9）を適用することなく、管理断面による出来形管理を行っ

てもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を

行い、⑤によって納品するものとする。 

 

〔品質管理〕 

     10）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理 

 

⑤ ３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを工事完成図書として納品する。 

 

（ICT活用工事の実施手続き） 

第３条 受注者は、ICT活用工事の施工に先立ち「東温市 ICT 活用工事に関する協議書」を発注者に

提出し、受発注者間の協議が整った場合に実施できるものとする。 

 

（設計積算） 

第４条 ICT 活用工事に伴う経費については、「土木工事標準積算基準書（愛媛県）」「ICT活用工事積

算要領（国土交通省）」等に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとす

る。なお、３次元起工測量、３次元データの作成並びに３次元座標値を面的に取得する機器を

用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、見積書を提出するものとし、発注者が

妥当性を確認の上、設計変更の対象とする。 

 

（監督・検査） 

第５条 ICT 活用工事を実施した場合は、国土交通省が定めた ICT 土工に関する基準により行うもの

とする。なお、工事検査の実施にあたって必要となる機器類は、受注者がこれを準備するもの

とする。 

 

（工事成績評定） 

第６条 ICT 活用工事を実施した場合は、「創意工夫」項目で評価する。 

 

（現場見学会等の実施） 

第７条 受注者は、発注者が本工事の工事現場で ICT 活用工事見学会等を実施する場合は、協力しな

ければならない。 

 

（調査等への協力） 

第８条 受注者は、完成検査までに「ICT 全面活用工事の実施におけるアンケート調査票」を提出しな

ければならない。また、発注者がアンケート等を実施する場合は、受注者はこれに協力しなけ

ればならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 
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（ICT 部分活用工事） 

第９条 受注者は、ICT部分活用工事を実施する場合は、施工に先立ち「東温市 ICT 活用工事に関す

る協議書」を発注者に提出し、受発注者間の協議が整った場合に実施できるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 ICT活用工事の実施にあたって、本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して

定めるものとする。 
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【参考】ICT土工の発注から工事完成までの手続き 

  

スタート 

受注者希望型 

標準積算 

発注 

契約 

協議 

施工計画書作成・提出 

見積提出 

設計変更協議 

契約変更 

３Ｄ測量・成果とりまとめ 

３Ｄ測量データ作成チェックシート作成 

設計図書の照査等 

契約変更（必要に応じて） 

施工 

出来形管理図・出来形・出来高の提出 

完了検査 

1-1-4 発注方式 

1-1-8 工事費の積算 

1-1-9(2) 

３次元設計データの

貸与 

1-1-8 工事費の積算 

1-1-2 

①３次元起工測量 

1-1-2 

②３次元設計データ

の作成 

1-1-2 

③ICT建機による施工 

1-1-2 

④施工管理 

⑤３次元データの納品 

1-1-9(1) 

監督・検査の対応 
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1-2 ICT舗装工 

 1-2-1 概要 

  ICT全面活用工事（ICT舗装工）（以下「ICT舗装工」という。）とは、次に示す① 

～⑤の舗装の施工プロセスにおける全ての段階で ICTを活用した施工技術（以下

「ICT施工技術」という。）を全面的に活用する工事をいう。 

  ①３次元起工測量 

  ②３次元設計データ作成 

  ③ICT建設機械による施工 

  ④３次元出来形管理等の施工管理 

  ⑤３次元データの納品 

 

 1-2-2 ICT施工技術の具体的内容 

  ICT施工技術の具体的内容については、次の①～⑤及び国土交通省「ICT活用工事

（舗装工）実施要領 表－１」によるものとする。 

  ①３次元起工測量 

   起工測量において３次元測量データを取得するため、下記 1)～5)から選択して 

測量を行うものとする。（複数選択可） 

   起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３

次元納品データが活用できる場合等においては、監理断面及び変化点での計測によ

る測量が選択できるものとし、ICT活用とする。 

   1)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

   2)ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

   3)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

   4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

   5)その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 

  ②３次元設計データ作成 

   ①で計測した測量データと発注図書を用いて、３次元出来形管理に用いる３次元

設計データを作成するもの。 

 

   ③ICT建設機械による施工 

    ②で作成した３次元設計データを用いて下記 1)に示す ICT建設機械により施工

を実施するもの。 

    1)３次元ＭＣ建設機械 

    ※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称 

 

   ④３次元出来形管理等の施工管理 

    ③による工事の施工管理において ICTを活用した施工管理を実施するもの。 

    〔出来形管理〕 

     下記 1)～5)のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 

      1)地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

      2)ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

      3)ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

      4)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 
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      5)その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

 

    なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理の

タイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が

非効率になる場合は、監督職員との協議の上、1)～5)を適用することなく、従来手

法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での出来形管理を行ってもよ

い。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計

測を行い、⑤によって納品するものとする。表層以外については、従来手法（出来

形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。 

 

   ⑤３次元データの納品 

    上記④による３次元施工管理データを工事完成図書として納品するもの。 

 

 1-2-3 対象工事 

   ICT舗装工の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種・種別が含まれる工

事において、3,000m2以上の施工量を含む工事を対象とする。なお、3,000m2未満の工

事について受注者の自主的な活用を妨げるものではない。 

 

   (1)対象工種及び種別 

 

   《表－1 ICT活用工事の対象工種種別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ただし、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用

しない工事又は下記施工の場合は対象外とする。 

     ・３次元ＭＣ建設機械以外による施工 

     ・供用部で通行規制を伴う車道部の施工 

     ・歩道部の施工 

 

  1-2-4 発注方式 

 ICT 舗装工の発注は、受注者希望型とし、入札公告等に ICT 活用工事の対象である

ことを明示するとともに、特記仕様書（別紙２）を添付する。 

 また、入札公告等のその他欄に「この工事は、東温市 ICT 活用工事実施要領に基づ

き、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について

３次元データを活用する ICT活用工事である。」と追記する。 

  

工事区分 工種 種別 

舗装 舗装工 アスファルト舗装工 

半たわみ性舗装工 

排水性舗装工 

透水性舗装工 

グースアスファルト舗装工 

コンクリート舗装工 
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1-2-5 ICT舗装工の実施に関する協議 

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲につ 

いて、東温市 ICT 活用工事に関する協議書（様式１）により監督職員と協議を行い、

協議が整った場合に ICT 舗装工を行うこととする。実施内容等については、施工計画

書に記載するものとする。 

 

1-2-6 ICT機器類の調達 

受注者は、1-2-1①～⑤の施工を実施するために使用する ICT機器類を調達する。ま

た、施工に必要な ICT活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するア

プリケーションソフト、ファイル形式については、事前に監督職員に報告するものとす

る。 

 

1-2-7 ICT舗装工の実施推進のための措置 

 (1)工事成績評定における措置 

  ICT 舗装工を実施した場合、創意工夫における【施工】「土工、地盤改良、橋梁架

設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫」および「出来型又は品質の計測、

集計、管理図等に関する工夫」の２項目および【その他】「□その他」の計３項目に

おいて評価するものとする。□その他に記載する理由は、「ICT 活用により生産性向

上に積極的に取り組んでいる」とする。 

 

1-2-8 工事費の積算 

発注者は、ICT舗装工によらない従来の積算基準により積算を行い発注するものとす

るが、契約後の協議において受注者からの提案により ICT 舗装工を実施する場合、「土

木工事標準積算基準書（愛媛県）」及び「ICT 活用工事積算要領（国土交通省）」に基づ

き積算した金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

なお、３次元起工測量、３次元設計データの作成並びに３次元座標値を面的に取得す

る機器を用いた出来形管理（※）及び３次元データの納品を行う場合は、受注者から見

積りの提出を受け、妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、「土木工事標準積算基

準書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」に基づき積算した金額に

落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

受注者が、舗装工以外の工種に関する ICT活用について、発注者へ提案・協議を行い

協議が整った場合、ICT活用施工を実施する工種については、設計変更の対象とし、「土

木工事標準積算基準書（愛媛県）」及び「ICT 活用工事積算要領（国土交通省）」に基づ

き積算した金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

 

  （※）３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理とは、以下の（１）～（３）とする。 

    （１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

    （２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

    （３）上記（１）又は（２）に類似する、その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 
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  1-2-9 ICT舗装工の導入における留意点 

   受注者が円滑に ICT 舗装工を導入し、ICT 施工技術を活用できる環境整備として、

以下を実施するものとする。 

  (1)施工管理、監督・検査の対応 

発注者は、ICT 舗装工を実施するにあたって、国土交通省が定める施工管理要領、

監督検査要領に則り、監督・検査を実施するものとする。 

監督職員及び検査職員は、受注者に従来手法との二重管理を求めてはならない。 

 

  (2)３次元設計データ等の貸与 

発注者は、詳細設計において、ICT舗装工に必要な３次元設計データを作成した場 

合は、受注者に貸与するほか、ICT舗装工を実施する上で有効と考えられる詳細設計

等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するもの

とする。 

 

  (3)現場見学会・講習会の実施 

受注者は、発注者から指示があった場合は、ICT活用工事の推進を目的とした現場

見学会・講習会を実施するものとする。 

 

  (4)アンケートへの協力 

受注者は、完成検査までに「ICT 全面活用工事の実施におけるアンケート調査票 

（様式２）」を提出するものとする。また、発注者が施工状況の調査等を実施する場

合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様と

する。 

 

  1-2-10 その他 

   本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用すること

とする。 
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（別紙２） 

 

東温市発注工事における ICT活用工事（ICT舗装工）特記仕様書 

 

（適用） 

第１条 本工事は、受注者が３次元データ等を活用する｢ICT活用工事（ICT舗装工）｣（以下｢ICT活用

工事｣という。）であり、本工事の実施にあたっては、工事請負契約書及び土木工事共通仕様

書等によるほか、東温市 ICT活用工事実施要領及び本仕様書によるものとする。 

 

（ICT活用工事） 

第２条 ICT活用工事とは、以下に示す①～⑤全ての施工プロセスにおいて ICTを活用する工事であ

る。 

①３次元起工測量 

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事での３次元納品デ

ータが活用できる場合等においては、監理断面及び変化点の計測による測量が選択できるもの

とし、ICT活用とする。 

    1）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

2) ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

3）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

5）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

②３次元設計データ作成 

    ①で計測した測量データと発注図書を用いて、ICT建設機械による施工及び３次元出来型管理

に用いる３次元設計データを作成する。 

③ICT建設機械による施工 

    ②で得られた設計データを用いて、下記 1）に示す ICT建設機械により施工を実施する。 

1）３次元ＭＣ建設機械 

※ＭＣ：｢マシンコントロール｣の略称 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③の施工における施工管理は、ICTを活用した施工管理を実施する。 

〔出来形管理〕 

下記 1)～5)から選択して、出来形管理を行うものとする。（複数選択可） 

1）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

2）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理 

3）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

5）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミング

が複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、

監督職員との協議の上、1）～5）を適用することなく、従来手法（出来形管理基準上で当該基

準に基づく管理項目）での出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階

の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。表層以外

については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施して

もよい。 
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⑤ ３次元データの納品 

④による３次元施工管理データを工事完成図書として納品する。 

 

（ICT活用工事の実施手続き） 

第３条 受注者は、ICT活用工事の施工に先立ち「東温市 ICT 活用工事に関する協議書」を発注者に

提出し、受発注者間の協議が整った場合に実施できるものとする。 

 

（設計積算） 

第４条 ICT活用工事に伴う経費については、「土木工事標準積算基準書（愛媛県）」「ICT活用工事積

算要領（国土交通省）」等に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとす

る。なお、３次元起工測量、３次元データの作成並びに３次元座標値を面的に取得する機器を

用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、見積書を提出するものとし、発注者が

妥当性を確認の上、設計変更の対象とする。 

 

（監督・検査） 

第５条 ICT活用工事を実施した場合は、国土交通省が定めた ICT舗装工に関する基準により行うもの

とする。なお、工事検査の実施にあたって必要となる機器類は、受注者がこれを準備するもの

とする。 

 

（工事成績評定） 

第６条 ICT活用工事を実施した場合は、「創意工夫」項目で評価する。 

 

（現場見学会等の実施） 

第７条 受注者は、発注者が本工事の工事現場で ICT活用工事見学会等を実施する場合は、協力しな

ければならない。 

 

（調査等への協力） 

第８条 受注者は、完成検査までに「ICT全面活用工事の実施におけるアンケート調査票」を提出しな

ければならない。また、発注者がアンケート等を実施する場合は、受注者はこれに協力しなけ

ればならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

（ICT 部分活用工事） 

第９条 受注者は、ICT部分活用工事を実施する場合は、施工に先立ち「東温市 ICT 活用工事に関す

る協議書」を発注者に提出し、受発注者間の協議が整った場合に実施できるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 ICT活用工事の実施にあたって、本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して

定めるものとする。 
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【参考】ICT舗装工の発注から工事完成までの手続き 

  

スタート 

受注者希望型 

標準積算 

発注 

契約 

協議 

施工計画書作成・提出 

見積提出 

設計変更協議 

契約変更 

３Ｄ測量・成果とりまとめ 

３Ｄ測量データ作成チェックシート作成 

設計図書の照査等 

契約変更（必要に応じて） 

施工 

出来形管理図・出来形・出来高の提出 

完了検査 

1-2-4 発注方式 

1-2-8 工事費の積算 

1-2-9(2) 

３次元設計データの

貸与 

1-2-8 工事費の積算 

1-2-2 

①３次元起工測量 

1-2-2 

②３次元設計データ

の作成 

1-2-2 

③ICT建機による施工 

1-2-2 

④施工管理 

⑤３次元データの納品 

1-2-9(1) 

監督・検査の対応 
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２ ICT部分活用工事 

 2-1 ICT部分活用工事 

  2-1-1 概要 

   ICT 部分活用工事とは、施工プロセスにおける次のどちらかの組合せで ICT を活用

した施工技術（以下「ICT施工技術」という。）を部分的に活用する工事をいう。 

   ①３次元起工測量 

   ②３次元設計データ作成 

   ③ICT建設機械による施工 

   ⑤３次元データの納品 

   又は、 

   ①３次元起工測量 

   ②３次元設計データ作成 

   ④３次元出来形管理等の施工管理 

   ⑤３次元データの納品 

   ※その他の施工プロセスは、従来手法により行う。 

 

  2-1-2 ICT施工技術の具体的内容 

   ICT施工技術の具体的内容については、「１ ICT全面活用工事」における「1-1 ICT

土工」及び「1-2 ICT舗装工」と同様とする。 

 

  2-1-3 対象工事 

   ICT 部分活用工事は、受注者希望型で発注した ICT 土工及び ICT 舗装工において、

受注者からの希望により ICT施工技術の部分的な活用を実施する工事とする。 

 

  2-1-4 ICT部分活用工事の実施に関する協議 

   受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲につ

いて、東温市 ICT 活用工事に関する協議書（様式１）により監督職員と協議を行い、

協議が整った場合に ICT 部分活用工事を行うこととする。実施内容等については、施

工計画書に記載するものとする。 

 

  2-1-5 ICT機器類の調達 

   「１ ICT全面活用工事」における「1-1 ICT土工」及び「1-2 ICT舗装工」と同

様とする。 

 

  2-1-6 ICT部分活用工事の実施推進のための措置 

   (1)工事成績評定における措置 

    ICT 部分活用工事を実施した場合、創意工夫における【施工】「土工、地盤改良、

橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫」または「出来型又は品

質の計測、集計、管理図等に関する工夫」のどちらか１項目および【その他】「□そ

の他」の計２項目において評価するものとする。□その他に記載する理由は、「ICT

活用により生産性向上に積極的に取り組んでいる」とする。 
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2-1-7 工事費の積算 

発注者は、ICT施工によらない従来の積算基準により積算を行い発注するものとする

が、契約後の協議において受注者からの提案により ICT部分活用工事を実施する場合、

「土木工事標準積算基準書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」に

基づき積算した金額に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

   なお、３次元起工測量、３次元設計データの作成並びに３次元座標値を面的に取得

する機器を用いた出来形管理及び３次元データの納品を行う場合は、受注者から見積

りの提出を受け、妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、「土木工事標準積算基準

書（愛媛県）」及び「ICT活用工事積算要領（国土交通省）」に基づき積算した金額に落

札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 

 

  2-1-8 ICT部分活用工事の導入における留意点 

   発注者は、受注者が円滑に ICT 部分活用工事を導入し、ICT 施工技術を活用できる

環境整備として、以下を実施するものとする。 

  (1)施工管理、監督・検査の対応 

   発注者は、ICT 部分活用工事を実施するに当たって、国土交通省が定める施工管理

要領、監督検査要領に則り、監督・検査を実施するものとする。監督職員及び検査職

員は、受注者に従来手法との二重管理を求めてはならない。 

  (2)３次元設計データ等の貸与 

   発注者は、詳細設計において、ICT 部分活用工事に必要な３次元設計データを作成

した場合は、受注者に貸与するほか、ICT 部分活用工事を実施する上で有効と考えら

れる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に

貸与するものとする。 

  (3)アンケートへの協力 

   受注者は、発注者が施工状況の調査を実施する場合は、これに協力しなければなら

ない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

  2-1-9 その他 

   本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用すること

とする。 
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３ その他 

 3-1 その他の ICT活用工事 

  3-1-1 概要 

   その他の ICT活用工事とは、ICT全面活用工事、ICT部分活用工事、建設現場の遠隔

臨場以外の ICT 施工技術を活用し、施工の効率化、品質又は安全性の向上を図る工事

をいう。 

 

  3-1-2 対象工事 

   東温市が所管する全ての工事において、受注者からの希望によりその他の ICT 施工

技術を活用する工事を対象とする。 

 

  3-1-3 その他の ICT活用工事の実施に関する協議 

   受注者は、契約後、その他の ICT 活用に関する具体的な内容について、東温市 ICT

活用工事に関する協議書（様式１）により監督職員と協議を行い、協議が整った場合

にその他の ICT活用工事を行うこととする。 

 

  3-1-4 その他の ICT活用工事の実施推進のための措置 

   (1)工事成績評定における措置 

    その他の ICT 活用工事を実施した場合、創意工夫における【その他】「□その他」

において評価するものとする。□その他に記載する理由は、「ICT活用により生産性

向上に積極的に取り組んでいる」とする。 

 

  3-1-5 工事費の積算 

   その他の ICT活用工事に係る経費について、契約変更は行わない。 

 

  3-1-6 その他 

   本要領に定めのない事項については、受発注者間において協議の上、運用すること

とする。 

 

 

  附則 

  本要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式１ 

東温市 ICT活用工事に関する協議書 

 

施工プロセス 作業内容 
採用する 

技術 
技術名 

□ ３次元起工測量 

 □ 1 空中写真撮影（無人航空機）を用いた測量 

□ 2 地上型レーザースキャナーを用いた測量 

□ 3 トータルステーション等光波方式を用いた測量 

□ 4 トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた測量 

□ 5 RTK-GNSS を用いた測量 

□ 6 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた測量 

□ 7 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた測量 

□ 
8 その他の３次元計測技術を用いた測量 

具体的内容（                   ） 

□ ３次元設計データ作成    

□ ICT建設機械による施工 

□ 掘削工 □ 1 ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 

□ 床堀工 □ 2 ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 

□ 盛土工 □ 3 ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 

□ 路体盛土工 □ 4 ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 

□ 路床盛土工 □ 5 ３次元マシンコントロール（モータグレーダ）技術 

□ 法面性傾向   

□ 路盤工   

□ 
３次元出来形管理技術等

の施工管理 

□ 出来形 

□ 1 空中写真撮影（無人航空機）を用いた管理 

□ 2 地上型レーザースキャナーを用いた管理 

□ 3 トータルステーション等光波方式を用いた管理 

□ 4 トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた管理 

□ 5 RTK-GNSS を用いた管理 

□ 6 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた管理 

□ 7 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた管理 

□ 
8 その他の３次元計測技術を用いた管理 

具体的内容（                   ） 

□ 品質  TS/GNSS による締固め回数管理技術 

□ ３次元データの納品     

□ 
建設現場の遠隔臨場技術

の活用 

 

□ 
その他 ICT 活用 

※右欄に実施内容を記載 

 

【留意事項】 

（１）ICT活用を希望する施工プロセス及び作業内容並びに採用する技術の□にチェックを記載する。 

   （採用する技術は、複数を組み合わせてもよい） 

（２）出来形管理については、３次元起工測量で採用した技術と相違してもよい。 

（３）ICT土工における品質管理の「TS・GNSS による締固め回数管理技術」については、次の①又は②に該当する場合は対象外とする。 

   ①盛土の締固め作業が工事内容に含まれていない場合 

   ②現場状況から TS・GNSSによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合（従来手法による管理） 

（４）３次元モデルの部分的活用を行う場合は、実施内容について記載する。 

（５）ICT 土工及び ICT 舗装工並びに ICT部分活用工事（ICT建設機械による施工）は、土工（現場条件により ICTによる施工が適当で

ない箇所を除く）又は舗装施工範囲全てで活用することを前提とし、その範囲については監督職員との協議により決定する。 

 

本様式は工事打合簿（受注者発議による協議）に添付して活用する。 
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様式 2 

ICT全面活用工事の実施におけるアンケート調査票 

１．回答者について 

会社名  

回答者名  

電話番号  

電子メール  

２．工事概要について 

発注担当課 東温市○○課 

工事名  

工期  

施工場所  

工事概要 工種  

施工数量  

３．ICT 全面活用工事の実施手法 

 １）起工測量 

   測量手法  

   実施者  

   下請・外注の場合の会社名  

 ２）三次元設計データ作成 

   実施者  

   下請・外注の場合の会社名  

 ３）出来形管理 

   測量手法  

   実施者  

   下請・外注の場合の会社名  

 ４）ICT 機械による施工 

   建機種類  

   建機保有条件  

   建機メーカー及びシステムメーカー  

   実施者  

   下請・外注の場合の会社名  

４．ICT 全面活用工事の実施目的 

□ ①作業効率の向上 

□ ②コスト縮減 

□ ③施工品質の向上 

□ ④安全性の向上 

□ ⑤熟練者不足への対応 

□ ⑦工事成績の加点 

□ ⑧ICT 土木の経験・人材育成 

□ ⑨その他（                 ） 
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５．導入した ICT 技術とその技術ごとの効果 

導入技術 
施工規模 

①
作
業
効
率
の
向
上 

②
コ
ス
ト
削
減 

③
施
工
品
質
の
向
上 

④
安
全
性
の
向
上 

⑤
熟
練
者
不
足
へ
の
対
応 

⑥
特
に
な
し 

⑦
そ
の
他 

 
（
※
自
由
記
載
） 

数量 単位 

   
□ □ □ □ □ □ 

 

   
□ □ □ □ □ □ 

 

   
□ □ □ □ □ □ 

 

６．導入した ICT 技術による費用増減 

導入技術又は工程 
実施に伴う経費（千円）※自社基準 

増減額 
従来手法 ICT 技術 

    

    

    

    

    

    

    

７．導入した ICT 技術による時間増減 

導入技術又は工程 
実施に伴う作業時間（人・時間）※自社基準 

増減額 
従来手法 ICT 技術 

    

    

    

    

    

８．その他意見等（ICT 全面活用工事の実施において気付いた点等を自由に記載してください） 

 

 


